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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に導入され、該被検体内を移動する被検体内導入装置の位置を表示する被検体
内位置表示システムであって、
　前記被検体内導入装置に備わる磁場形成手段によって形成された静磁場の強度を検出す
る磁場センサ手段と、前記被検体の外表面上に複数配置された外表面センサ手段と、前記
外表面センサ手段の位置に基づいて前記被検体の外表面情報を導出する外表面情報導出手
段と、前記被検体の外表面と前記磁場センサ手段との位置関係を導出する位置関係導出手
段と、導出された前記被検体の外表面と前記磁場センサ手段との位置関係、および前記磁
場センサ手段によって検出された磁場強度に基づいて、前記被検体の外表面に対する前記
被検体内導入装置の相対位置情報を導出する相対位置情報導出手段と、を有する位置検出
装置と、
　前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記外表面に対する前記被検体内導入装
置の相対位置を表示する表示装置と、
　を備えたことを特徴とする被検体内位置表示システム。
【請求項２】
　前記表示装置は、前記被検体の外表面像と、前記外表面像に対して、前記被検体内導入
装置の相対位置に対応した領域上に配置された前記被検体内導入装置の像とを表示するこ
とを特徴とする請求項１に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項３】
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　前記磁場センサ手段は、前記外表面センサ手段の少なくとも一部との間の位置関係が固
定された状態で配置され、
　前記位置関係導出手段は、前記磁場センサ手段との位置関係が固定された前記外表面セ
ンサ手段の位置に基づき前記被検体の外表面と前記磁場センサ手段との位置関係を導出す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項４】
　所定の基準位置に配置された第１無線手段をさらに備え、
　複数の前記外表面センサ手段は、前記第１無線手段との間で無線信号の伝送を行う第２
無線手段をそれぞれ備え、
　前記外表面情報導出手段は、
　前記第１無線手段と前記第２無線手段との間の無線信号の伝送における、前記第１無線
手段または前記第２無線手段の少なくとも一方の受信強度に基づき、前記基準位置と前記
外表面センサ手段との間の距離を導出する距離導出手段と、
　前記距離導出手段によって導出された距離に基づいて前記外表面センサ手段の位置を導
出する外表面センサ位置導出手段と、
　前記外表面センサ位置導出手段によって導出された位置に基づいて、前記被検体の外表
面情報を生成する外表面情報生成手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項５】
　前記第２無線手段は複数あり、該複数の前記第２無線手段は、それぞれ異なる周波数の
無線信号を送信し、
　前記外表面情報導出手段は、前記第１無線手段によって受信される無線信号の周波数分
析を行うことによって受信した無線信号の送信元を識別するスペクトル解析手段をさらに
備えたことを特徴とする請求項４に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項６】
　前記第２無線手段は複数あり、該複数の前記第２無線手段は、それぞれ異なる識別情報
を記憶したＲＦＩＤタグによって形成され、
　前記外表面情報導出手段は、前記第１無線手段によって受信された無線信号に含まれる
識別情報に基づいて、受信した無線信号の送信元を識別する送信元識別手段をさらに備え
たことを特徴とする請求項４に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項７】
　前記外表面情報導出手段は、複数の前記外表面センサ手段と前記基準位置との間の距離
のそれぞれと、前記外表面センサ手段の位置との対応関係を記憶した位置情報データベー
スをさらに備え、
　前記外表面センサ位置導出手段は、前記位置情報データベースに記憶された情報の中か
ら、前記距離導出手段によって導出された距離に対応する位置を導出することを特徴とす
る請求項４～６のいずれか一つに記載の被検体内位置表示システム。
【請求項８】
　前記第１無線手段は、複数配置され、
　前記外表面センサ位置導出手段は、複数の前記第１無線手段のそれぞれに対応した複数
の基準位置と、前記外表面センサ手段との間の距離を導出し、導出した距離に基づいて前
記外表面センサ手段の位置を導出することを特徴とする請求項４～６のいずれか一つに記
載の被検体内位置表示システム。
【請求項９】
　前記基準センサ手段は、
　前記第１無線手段を用いた無線信号の伝送における指向方向を調整する指向方向調整手
段と、
　前記第２無線手段との無線信号の伝送において、受信強度が最も高くなる指向方向を判
定する指向方向判定手段と、
　をさらに備え、前記距離導出手段によって導出された距離と、前記指向方向判定手段に
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よって判定された指向方向とに基づいて前記外表面センサ手段の位置を導出することを特
徴とする請求項４～６のいずれか一つに記載の被検体内位置表示システム。
【請求項１０】
　前記被検体内導入装置は、
　被検体内情報を取得する被検体内情報取得手段と、
　前記被検体内情報取得手段によって取得された前記被検体内情報を無線送信する無線送
信手段とをさらに備え、
　前記位置検出装置は、前記無線送信手段から送信された、前記被検体内情報を含む無線
信号を受信する無線受信手段をさらに備え、
　前記表示装置は、前記無線受信手段によって受信された無線信号の内容をさらに表示す
ることを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の被検体内位置表示システム。
【請求項１１】
　前記被検体内情報取得手段は、
　前記被検体内を照射する照明手段と、
　前記照明手段によって照射された前記被検体内の画像を取得する撮像手段と、
　を備え、
　前記無線送信手段は、前記撮像手段によって撮像されて得た画像情報を含む無線信号を
送信することを特徴とする請求項１０に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項１２】
　前記被検体内導入装置は、カプセル内視鏡等を前記被検体内に導入するに先立って、該
被検体内に前記カプセル型内視鏡等の通過が困難な狭窄部等が存在するか否か等の事前検
査を行なう際に用いるテストカプセルであることを特徴とする請求項１に記載の被検体内
位置表示システム。
【請求項１３】
　前記テストカプセルは、その後に前記被検体内に導入する前記カプセル型内視鏡等の筐
体と同様のカプセル形状を有する筐体と、該筐体内部に配置されて静磁場を形成するため
の永久磁石等の磁場形成手段と、前記筐体内面と前記磁場形成手段との間の隙間を埋める
充填部材とを備え、前記筐体は、生体である前記被検体内に数日間にわたって留まった場
合にも生体に対して悪影響を及ぼさない生体適合性材料により形成されていることを特徴
とする請求項１２に記載の被検体内位置表示システム。
【請求項１４】
　前記テストカプセルは、その後に前記被検体内に導入する前記カプセル型内視鏡の筐体
と同様のカプセル形状を有する筐体と、該筐体内部に配置されて静磁場を形成するための
永久磁石等の磁場形成手段と、前記筐体内面と前記磁場形成手段との間の隙間を埋める充
填部材とを備え、前記筐体または前記充填部材の少なくとも一方には、Ｘ線検査における
造影剤として利用することが可能であり、かつ、生体である前記被検体に対して悪影響を
及ぼさない生体適合性材料を含むように形成されていることを特徴とする請求項１２に記
載の被検体内位置表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に導入され、該被検体内を移動する被検体内導入装置と、前記被検
体外部に配置され、前記被検体内部における前記被検体内導入装置の位置情報を取得する
位置検出装置とを備えた被検体内位置表示システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡の分野においては、飲込み型のカプセル型内視鏡が提案されている。この
カプセル型内視鏡には、撮像機能と無線通信機能とが設けられている。カプセル型内視鏡
は、観察（検査）のために被検体の口から飲込まれた後、自然排出されるまでの間、体腔
内、例えば胃、小腸などの臓器の内部をその蠕動運動に従って移動し、順次撮像する機能
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を有する。
【０００３】
　体腔内を移動する間、カプセル型内視鏡によって体内で撮像された画像データは、順次
無線通信により外部に送信され、外部に設けられたメモリに蓄積される。無線通信機能と
メモリ機能とを備えた受信機を携帯することにより、被検体は、カプセル型内視鏡を飲み
込んだ後、排出されるまでの間に渡って、自由に行動できる。カプセル型内視鏡が排出さ
れた後、医者もしくは看護士においては、メモリに蓄積された画像データに基づいて臓器
の画像をディスプレイに表示させて診断を行うことができる。
【０００４】
　かかるカプセル型内視鏡に関して、例えば被検体内部の特定臓器の内視鏡画像を撮像す
るために、受信機側にカプセル型内視鏡の被検体内における位置検出を行う機能を持たせ
たものが提案されている。かかる位置検出機能を備えたカプセル型内視鏡システムの一例
としては、カプセル型内視鏡に内蔵された無線通信機能を流用したものが知られている。
すなわち、被検体外部に設けられた受信機が複数のアンテナ素子を備えた構成を有し、カ
プセル型内視鏡から送信された無線信号を個々のアンテナ素子で受信し、それぞれのアン
テナ素子における受信強度の違いに基づいて被検体内におけるカプセル型内視鏡の位置を
検出する機構を有する（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１９１１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のカプセル型内視鏡システムは、撮像された画像が被検体内のどの
位置に対応するものかを医者、看護士等が把握することが困難であるという課題を有する
。以下、かかる課題について説明する。
【０００７】
　上記した従来のカプセル型内視鏡システムでは、カプセル型内視鏡から送信される無線
信号に対して、受信機に備わる複数のアンテナ素子における受信強度の違いに基づいてカ
プセル型内視鏡の位置を検出することとしている。しかしながら、かかる構成を採用した
場合、受信機に対する位置を検出することは可能であっても、被検体内におけるカプセル
型内視鏡の相対位置を把握することは容易ではない。
【０００８】
　すなわち、被検体は、例えば、性別、年齢、人種等に応じて体格に個体差を有している
。従って、例えば受信機に対するカプセル型内視鏡の位置、いわば絶対的な位置のみが導
出された場合であっても、医者、看護士等は、かかる位置に基づいてカプセル型内視鏡が
被検体の体内のどの位置に存在するかを把握することは困難であり、ひいてはカプセル型
内視鏡が所定時刻において被検体内のどの臓器中に存在するかを判断することは困難であ
る。すなわち、従来のカプセル型内視鏡システムにおける位置検出機構は、絶対的な位置
の把握のみが可能であるに過ぎず、必ずしも診断等の便宜向上に寄与するものではなかっ
た。
【０００９】
　また、従来のカプセル型内視鏡システムは、カプセル型内視鏡の位置検出精度にも問題
を有している。すなわち、従来の位置検出メカニズムは、特許文献１の［００１８］段落
にも記載されているように、カプセル型内視鏡から送信される無線信号の強度の減衰が、
カプセル型内視鏡からの距離に応じて一意に定まることを前提として行われている。
【００１０】
　しかしながら、現実にはカプセル型内視鏡とアンテナ素子との間に存在する臓器等の構
成物は、それぞれ比誘電率、導電率等の値が異なることから、構成物の種類等に応じて無
線信号強度の減衰率は大きく異なる値となる。例えば、カプセル型内視鏡とアンテナ素子
との間に肝臓、血管等が存在している場合には、かかる臓器等によって無線信号が大量に
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吸収されることから、こられの臓器等が存在しない場合と比較して無線信号強度の減衰率
が大きくなり、正確な位置検出の妨げとなる。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、被検体内に導入されたカプセル型内視
鏡等の被検体内導入装置について、被検体との相対的な位置関係を医者等が容易に把握し
うる被検体内位置表示システムを実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる被検体内位置表示シス
テムは、被検体内に導入され、該被検体内を移動する被検体内導入装置の位置を表示する
被検体内位置表示システムであって、被検体の外表面に対する前記被検体内導入装置の相
対位置を検出する位置検出装置と、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記外
表面に対する前記被検体内導入装置の相対位置を表示する表示装置とを備えたことを特徴
とする。
【００１３】
　本発明によれば、個体差が存在する被検体の外表面に対する被検体内における被検体内
導入装置の相対位置を表示する表示装置を備えることとしたため、医者、看護士等の観察
者は、被検体内導入装置の絶対的な位置ではなく、個体差が存在する被検体の外表面との
相対位置関係を把握することが可能となり、例えば、被検体内導入装置がどの臓器を通過
しているか等の推定を容易に行うことが可能である。
【００１４】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記表示装
置は、前記被検体の外表面像と、前記外表面像に対して、前記被検体内導入装置の相対位
置に対応した領域上に配置された前記被検体内導入装置の像とを表示することを特徴とす
る。
【００１５】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記位置検
出装置は、前記被検体内導入装置に備わる磁場形成手段によって形成された静磁場の強度
を検出する磁場センサ手段と、前記被検体の外表面上に複数配置された外表面センサ手段
と、前記外表面センサ手段の位置に基づいて前記被検体の外表面情報を導出する外表面情
報導出手段と、前記被検体の外表面と前記磁場センサ手段との位置関係を導出する位置関
係導出手段と、導出された前記被検体の外表面と前記磁場センサ手段との位置関係と、前
記磁場センサ手段によって検出された磁場強度とに基づいて、前記被検体の外表面に対す
る前記被検体内導入装置の相対位置情報を導出する相対位置情報導出手段とを備えたこと
を特徴とする。
【００１６】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記磁場セ
ンサ手段は、前記外表面センサ手段の少なくとも一部との間の位置関係が固定された状態
で配置され、前記位置関係導出手段は、前記磁場センサ手段との位置関係が固定された前
記外表面センサ手段の位置に基づき前記被検体の外表面と前記磁場センサ手段との位置関
係を導出することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、所定の基準
位置に配置された第１無線手段をさらに備え、複数の前記外表面センサ手段は、前記第１
無線手段との間で無線信号の伝送を行う第２無線手段をそれぞれ備え、前記外表面情報導
出手段は、前記第１無線手段と前記第２無線手段との間の無線信号の伝送における、前記
第１無線手段または前記第２無線手段の少なくとも一方の受信強度に基づき、前記基準位
置と前記外表面センサ手段との間の距離を導出する距離導出手段と、前記距離導出手段に
よって導出された距離に基づいて前記外表面センサ手段の位置を導出する外表面センサ位
置導出手段と、前記外表面センサ位置導出手段によって導出された位置に基づいて、前記



(6) JP 4520198 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

被検体の外表面情報を生成する外表面情報生成手段とを備えたことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、複数の前記
第２無線手段は、それぞれ異なる周波数の無線信号を送信し、前記外表面情報導出手段は
、前記第１無線手段によって受信される無線信号の周波数分析を行うことによって受信し
た無線信号の送信元を識別するスペクトル解析手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、複数の前記
第２無線手段は、それぞれ異なる識別情報を記憶したＲＦＩＤタグによって形成され、前
記外表面情報導出手段は、前記第１無線手段によって受信された無線信号に含まれる識別
情報に基づいて、受信した無線信号の送信元を識別する送信元識別手段をさらに備えたこ
とを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記外表面
情報導出手段は、複数の前記外表面センサ手段と前記基準位置との間の距離のそれぞれと
、前記外表面センサ手段の位置との対応関係を記憶した位置情報データベースをさらに備
え、前記外表面センサ位置導出手段は、前記位置情報データベースに記憶された情報の中
から、前記距離導出手段によって導出された距離に対応する位置を導出することを特徴と
する。
【００２１】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記第１無
線手段は、複数配置され、前記外表面センサ位置導出手段は、複数の前記第１無線手段の
それぞれに対応した複数の基準位置と、前記外表面センサ手段との間の距離を導出し、導
出した距離に基づいて前記外表面センサ手段の位置を導出することを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記基準セ
ンサ手段は、前記第１無線手段を用いた無線信号の伝送における指向方向を調整する指向
方向調整手段と、前記第２無線手段との無線信号の伝送において、受信強度が最も高くな
る指向方向を判定する指向方向判定手段と、をさらに備え、前記距離導出手段によって導
出された距離と、前記指向方向判定手段によって判定された指向方向とに基づいて前記外
表面センサ手段の位置を導出することを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記被検体
内導入装置は、前記被検体内情報を取得する所定の被検体内情報取得手段と、前記被検体
内情報取得手段によって取得された前記被検体内情報を無線送信する無線送信手段とをさ
らに備え、前記位置検出装置は、前記無線送信手段から送信された、前記被検体内情報を
含む無線信号を受信する無線受信手段をさらに備え、前記表示装置は、前記無線受信手段
によって受信された無線信号の内容をさらに表示することを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明にかかる被検体内位置表示システムは、上記の発明において、前記被検体
内情報取得手段は、前記被検体内を照射する照明手段と、前記照明手段によって照射され
た領域の画像を取得する撮像手段とを備え、前記無線送信手段は、前記撮像手段によって
撮像された画像の内容を含む無線信号を送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　個体差が存在する被検体の外表面に対する被検体内における被検体内導入装置の相対位
置を表示する表示装置を備えることとしたため、医者、看護士等の観察者は、被検体内導
入装置の絶対的な位置ではなく、個体差が存在する被検体の外表面との相対位置関係を把
握することが可能となり、例えば、被検体内導入装置がどの臓器を通過しているか等の推
定を容易に行うことが可能であるという効果を奏する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、この発明を実施するための最良の形態（以下、単に「実施の形態」と称する）で
ある被検体内位置表示システムについて説明する。なお、図面は模式的なものであり、各
部分の厚みと幅との関係、それぞれの部分の厚みの比率などは現実のものとは異なること
に留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含
まれていることはもちろんである。
【００２７】
（実施の形態１）
　まず、実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムについて説明する。本実施の形
態１にかかる被検体内位置表示システムは、被検体１の外表面の形状等に関する外表面情
報の導出を行うと共に外表面に対するテストカプセル２（特許請求の範囲における被検体
内導入装置の一例に相当）の相対位置を検出する位置検出装置３と、位置検出装置３によ
って検出された相対位置を表示する表示装置４と、位置検出装置３と表示装置４との間の
情報伝達を行うための携帯型記録媒体５とを備えた構成を有する。
【００２８】
　まず、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムの測定対象として機能し、特
許請求の範囲における被検体内導入装置として機能するテストカプセル２について説明す
る。テストカプセル２は、カプセル型内視鏡等を被検体１内に導入するに先立って、被検
体１内にカプセル型内視鏡の通過が困難な狭窄部等が存在するか否か等の事前検査を行う
際に用いられるものである。本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、かか
るテストカプセル２の被検体１内における位置を被検体１との関係において明確に表示す
る機能を有し、かかる機能によって、個体差等に関わらずテストカプセル２が被検体１の
内部においてどこに位置するのか、例えば所定時刻においてどの臓器を通過しているのか
等を容易に把握することを可能としている。
【００２９】
　図２は、テストカプセル２の構造を示す模式図である。図２に示すように、テストカプ
セル２は、カプセル型内視鏡の筐体と同様のカプセル形状を有する筐体１１と、筐体１１
内部に配置された永久磁石１２と、筐体１１内面と永久磁石１２との間の隙間を埋める部
材として機能する充填部材１３とを備える。
【００３０】
　筐体１１は、例えば、生体適合性材料によって形成されており、被検体１内に数日間に
渡って留まった場合にも、生体である被検体１に対して悪影響を及ぼすことがない。
【００３１】
　永久磁石１２は、特許請求の範囲における磁場形成手段として機能するものであり、筐
体１１内に収容可能なサイズの永久磁石によって構成され、磁場強度の時間変動が無視し
うる静磁場を形成するためのものである。なお、永久磁石１２の代わりに、例えば定電流
が供給されることによって静磁場を形成するコイル等を磁場形成手段として用いることと
しても良いが、永久磁石１２を用いることとした場合には駆動電力が不要等の利点を有す
ることから、永久磁石１２を用いて磁場形成手段を構成することが好ましい。
【００３２】
　永久磁石１２から生じる静磁場は、図２に示すように、Ｎ極側から出力されて永久磁石
１２外部を進行した後に再びＳ極側に入力する閉曲線状の磁力線によって表現される。こ
こで、図２に示すように磁力線の進行方向は場所依存性を有するが、磁力線によって表さ
れる静磁場の強度は、テストカプセル２からの距離のみに応じて定まるものとみなすこと
が可能である。すなわち、テストカプセル２に内蔵される永久磁石１２のサイズは、テス
トカプセル２と磁場検出装置６ａ～６ｈとの間の距離と比較して無視できる程度に微小で
あることから、テストカプセル２から距離ｒだけ離れた地点における磁場強度Ｐは、比例
係数αを用いて、
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　　　　　　　　　　Ｐ＝α／ｒ3　・・・（１）

と表される。本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、後述するように（１
）式に示す関係に基づいてテストカプセル２の位置を検出することとしている。
【００３３】
　充填部材１３は、筐体１１の内面と永久磁石１２との間を充填し、永久磁石１２の位置
を固定するためのものである。なお、充填部材１３を形成する材料は被検体１に対して悪
影響を与えないものであって、例えば、硫酸バリウムによって充填部材１３は形成される
。硫酸バリウムは、Ｘ線検査における造影剤として利用することが可能であるため、本実
施の形態１における位置検出に加えてＸ線検査による位置検出が可能となり、両者による
検出結果を対比することによって、より正確な位置検出を行うことが可能である。なお、
本実施の形態１において充填部材１３として硫酸バリウムを用いることは必須ではなく、
充填部材として機能するものであれば任意のものを用いることが可能なのはいうまでもな
い。
【００３４】
　表示装置４は、相対位置情報導出装置１０によって取得されたテストカプセル２の相対
位置情報を表示するためのものであり、携帯型記録媒体５によって得られるデータに基づ
いて画像表示を行うワークステーション等のような構成を有する。具体的には、表示装置
４は、ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ等によって直接画像を表示する構成として
も良いし、プリンタ等のように、他の媒体に画像を出力する構成としても良い。
【００３５】
　携帯型記録媒体５は、後述する相対位置情報導出装置１０および表示装置４に対して着
脱可能であって、両者に対する挿着時に情報の出力および記録が可能な構造を有する。具
体的には、携帯型記録媒体５は、テストカプセル２が被検体１の体腔内を移動している間
は相対位置情報導出装置１０に挿着されてテストカプセル２の位置に関する情報を記録す
る。そして、テストカプセル２が被検体１から排出された後に、相対位置情報導出装置１
０から取り出されて表示装置４に挿着され、記録したデータが表示装置４によって読み出
される構成を有する。相対位置情報導出装置１０と表示装置４との間のデータの受け渡し
をコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の携帯型記録媒体５によって行うことで、
相対位置情報導出装置１０と表示装置４との間が有線接続された場合と異なり、テストカ
プセル２が被検体１内部を移動中であっても、被検体１が自由に行動することが可能とな
る。
【００３６】
　次に、位置検出装置３について説明する。図１にも示すように、位置検出装置３は、テ
ストカプセル２によって形成される静磁場の強度を検出する磁場強度検出装置６ａ～６ｈ
と、後述する外表面情報の導出の際に用いられる外表面センサ７と、外表面センサ７の位
置の検出等を行うことによって被検体１の外表面情報を導出する外表面情報導出装置８と
、磁場検出装置６ａ～６ｈによって検出された磁場強度と、外表面情報導出装置８によっ
て導出された外表面情報とに基づいて被検体１の外表面に対するテストカプセル２の相対
位置を導出する相対位置情報導出装置１０とを備える。
【００３７】
　磁場検出装置６ａ～６ｈは、図１にも示したように被検体１の外表面上に配置され、テ
ストカプセル２に備わる永久磁石１２によって形成される静磁場の強度を検出する機能を
有する。図３は、磁場検出装置６と、外表面情報導出装置８の具体的構成を示す模式図で
ある。図３に示すように、磁場検出装置６は、磁場検出を行うための磁場センサ１５を備
えると共に、被検体１に対する自身の相対位置導出のために外表面センサ７を内蔵した構
成を有する。なお、磁場検出装置６内に備わる外表面センサ７と、磁場検出装置６外に配
置されている外表面センサ７とは同一の構成・機能を有することから、以下では図３を参
照しつつまとめて説明する。
【００３８】
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　外表面センサ７は、外表面情報導出装置８との組み合わせにより外表面情報を導出する
ためのものである。すなわち、外表面情報導出装置８は、後述する構成に基づき外表面セ
ンサ７の位置を導出すると共に、導出した複数の外表面センサ７の位置情報に基づいて被
検体１の外表面の形状に関する情報を含む外表面情報を導出する機能を有する。
【００３９】
　本実施の形態１では、外表面センサ７は、外表面情報導出装置８による位置検出を可能
とするために、外表面情報導出装置８に対して所定強度の無線信号を送信する機能を有し
ている。具体的には、外表面センサ７は、外表面情報導出装置８に備わる第１無線部１９
（後述）に対して所定強度の無線信号を送信する第２無線部１６を少なくとも備える。第
２無線部１６は、所定の無線信号を生成・出力する送信器１７と、送信器１７から出力さ
れた無線信号を送信するための送信用アンテナ１８とによって構成されている。なお、第
２無線部１６から出力される無線信号の周波数は、外表面センサ７ごとに異なる値のもの
となるよう設定されている。これは、外表面センサ７のそれぞれから送信された無線信号
を第１無線部１９によって受信した際に、周波数の違いに応じてどの外表面センサ７から
どの程度の受信強度の無線信号が送信されたかを判別するためである。
【００４０】
　磁場センサ１５は、磁場検出装置６が配置された場所における磁場の強度を検出するた
めのものである。具体的には、磁場センサ１５は、例えば、ＭＩ（Magneto Impedance）
センサを用いて形成されている。ＭＩセンサは、例えばFeCoSiB系アモルファスワイヤを
感磁媒体として用いた構成を有し、感磁媒体に高周波電流を通電した際に、外部磁界に起
因して感磁媒体の磁気インピーダンスが大きく変化するＭＩ効果を利用して磁場強度の検
出を行っている。磁場センサ１５について他の構成のものを用いることとしても良いが、
ＭＩセンサを用いた場合には、特に高い感度で磁場強度検出が行えるという利点を有する
。磁場センサ１５によって検出された磁場強度に関する情報は、後述する相対位置情報導
出装置１０に出力され、磁場検出装置６に対するテストカプセル２の位置を導出する際に
用いられることとなる。
【００４１】
　次に、外表面情報導出装置８について説明する。外表面情報導出装置８は、被検体１の
外表面情報を導出し、導出した外表面情報を相対位置情報導出装置１０に出力するための
ものである。具体的には、外表面情報導出装置８は、外表面センサ７に備わるから送信さ
れる無線信号を受信するための第１無線部１９と、外表面情報を導出するための制御部２
０と、制御部２０による外表面センサ７の位置導出の際に用いられる対応関係データベー
ス２２と、制御部２０によって導出された外表面情報を相対位置情報導出装置１０に出力
するための出力部２３とを備える。
【００４２】
　第１無線部１９は、外表面センサ７にそれぞれ備わる第２無線部１６から送信される無
線信号を受信し、受信した無線信号に対して復調等の処理を行った上で制御部２０に出力
するためのものである。具体的には、第１無線部１９は、受信用アンテナ２４と、受信回
路２５とを備えており、少なくとも受信用アンテナ２４は、所定の基準点に位置するよう
配置されている。
【００４３】
　制御部２０は、第１無線部１９によって受信された無線信号の強度に基づいて、外表面
情報導出装置８（正確には受信用アンテナ２４）と外表面センサ７（正確には送信用アン
テナ１８）との間の距離を導出すると共に、導出結果を用いて外表面情報を導出する機能
を有する。具体的には、制御部２０は、受信した無線信号の周波数分析を行い、各周波数
成分における強度を検出するスペクトル解析部２６と、スペクトル解析部２６によって検
出された受信強度に基づいて外表面センサ７との間の距離を導出する距離導出部２７と、
距離導出部２７によって導出された距離に関する情報および対応関係データベース２２に
記憶された情報とに基づいて外表面センサ７の位置を導出する外表面センサ位置導出部２
８と、被検体１の外表面上に配置された外表面センサ７の位置に基づいて、被検体１の外
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表面情報を導出する外表面情報生成部２９とを備える。ここで、「外表面情報」とは、少
なくとも被検体１の外表面の形状を画像化する際に必要となるデータを含む情報のことを
いい、本実施の形態１では、さらに被検体１の外表面に対する磁場検出装置６ａ～６ｈの
位置情報についても含む情報のことを言う。
【００４４】
　なお、本実施の形態１では、多数配置される外表面センサ７の一部が、図３にも示すよ
うに、磁場検出装置６に内蔵され、磁場センサ１５との間の位置関係が固定された状態で
配置されている。従って、本実施の形態１では、外表面センサ位置導出部２８によって外
表面センサ７のそれぞれについて位置を導出することによって、磁場センサ１５の位置も
導出されることとなる。さらに、本実施の形態１において、被検体１の外表面の形状等は
、外表面センサ７の位置に基づいて導出されることから、位置関係が固定された外表面セ
ンサ７の位置が導出されることによって、結果的には磁場センサ１５に関して、被検体１
の外表面に対する位置関係も導出されることとなる。この意味で、本実施の形態１におけ
る外表面センサ位置導出部２８は、特許請求の範囲における位置関係導出手段としても機
能することとなる。すなわち、本実施の形態１では、すべての外表面センサ７の位置を導
出して被検体１の外表面の形状等を導出することによって、同時に対応する磁場検出装置
６ａ～６ｈの外表面に対する位置も導出されることとなり、被検体１の外表面の形状と、
外表面に対する磁場検出装置６ａ～６ｈの位置とを情報として含む外表面情報が生成され
ることとなる。
【００４５】
　対応関係データベース２２は、複数の外表面センサ７のそれぞれと外表面情報導出装置
８との間の距離と、外表面センサ７の具体的な位置との対応関係を記憶する機能を有する
。対応関係データベース２２に記憶される対応関係の内容としては、距離と位置との対応
関係を記述するものであれば任意のものを用いることが可能である。しかしながら、本実
施の形態１では、被検体１の姿勢の変化等に伴う外表面センサ７のそれぞれの位置変動と
距離との関係に着目し、複数配置された外表面センサ７のいずれか一つと第１無線部１９
（基準点）との間の距離と位置との対応関係ではなく、外表面センサ７と基準点との間の
距離のすべてと、すべての外表面センサ７との対応関係を記憶している。
【００４６】
　次に、相対位置情報導出装置１０について説明する。図４は、相対位置情報導出装置１
０の構成を示すブロック図である。相対位置情報導出装置１０は、図４にも示すように、
磁場検出装置６ａ～６ｈにそれぞれ備わる磁場センサ１５によって検出された磁場の強度
を比較する強度比較部３０と、強度比較部３０によって導出される比較結果に基づいて、
磁場検出装置６ａ～６ｈからの検出結果の一部を選択して出力するセレクタ３１と、セレ
クタ３１によって選択された磁場強度に基づいて、テストカプセル２と選択された磁場検
出装置６との間の距離を導出する距離導出部３２とを備える。また、相対位置情報導出装
置１０は、外表面情報導出装置８から出力された外表面情報を保持する外表面情報保持部
３３と、距離導出部３２によって導出された磁場検出装置６ａ～６ｈとテストカプセル２
との距離および外表面情報保持部３３に保持された外表面情報とに基づいてテストカプセ
ル２の位置を所定の演算処理によって導出するカプセル位置演算部３４と、カプセル位置
演算部３４による演算結果および外表面情報を記憶するための記憶部３５とを備える。
【００４７】
　セレクタ３１は、多数存在する磁場検出装置６ａ～６ｈの一部を選択して、選択した磁
場検出装置６によって検出された磁場の強度を距離導出部３２に対して出力するためのも
のである。セレクタ３１の選択アルゴリズムとしては任意のものを用いることが可能であ
るが、本実施の形態１では、強度比較部３０による比較結果に基づいて、検出磁場の強度
が高い順に３個の磁場検出装置６を選択し、かかる磁場検出装置６によって検出された磁
場強度を出力するものとする。
【００４８】
　距離導出部３２は、セレクタ３１を介して入力された磁場強度に基づいて、セレクタ３
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１によって選択された磁場検出装置６とテストカプセル２との間の距離を導出するための
ものである。具体的には、距離導出部３２は、入力された磁場強度に基づいて（１）式に
示す演算処理を行うことによって、磁場検出装置６とテストカプセル２との間の距離を導
出している。
【００４９】
　カプセル位置演算部３４は、距離導出部３２によって導出された距離と、外表面情報保
持部３３に保持された磁場検出装置６ａ～６ｈの位置情報とを用いて所定の演算処理を行
うことによって、テストカプセル２の位置を導出するためのものである。また、カプセル
位置演算部３４は、テストカプセル２の位置を導出した後、導出結果を記憶部３５に対し
て出力する機能を有する。
【００５０】
　記憶部３５は、導出したテストカプセル２の位置を記憶するためのものである。具体的
には、記憶部３５は、カプセル位置演算部３４から入力された情報を携帯型記録媒体５に
対して出力する機能を有する。
【００５１】
　次に、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムの動作について説明する。本
実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、外表面情報導出装置８によって磁場
検出装置６ａ～６ｈの位置情報を含む外表面情報の導出を行うと共に、検出された磁場検
出装置６ａ～６ｈの位置および磁場検出装置６ａ～６ｈによって検出された磁場強度に基
づいて、被検体１の外表面に対するテストカプセル２の位置を導出する機能を有する。以
下では、まず外表面情報導出装置８による外表面情報の導出について説明した後、相対位
置情報導出装置１０によるテストカプセル２の相対位置導出について説明する。
【００５２】
　図５は、外表面情報導出装置８によって行われる磁場検出装置６ａ～６ｈの位置の導出
動作について説明するためのフローチャートである。図５に示すように、外表面情報導出
装置８は、外表面センサ７に備わる第２無線部１６から送信される無線信号を第１無線部
１９によって受信する（ステップＳ１０１）。そして、周波数分析を行うことによって外
表面センサ７のそれぞれから送信された無線信号の強度を検出し（ステップＳ１０２）、
検出した強度に基づいて外表面センサ７と基準点との間の距離を、距離導出部２７によっ
て導出する（ステップＳ１０３）。
【００５３】
　その後、外表面情報導出装置８は、導出した距離に基づいて、対応関係データベース２
２に記憶された情報を参照し、すべての外表面センサ７の基準点に対する位置を導出する
（ステップＳ１０４）。最後に、導出された外表面センサ７の位置に基づいて、外表面情
報生成部２９によって被検体１の外表面の形状等を計算し、外表面情報の生成を行う（ス
テップＳ１０５）。
【００５４】
　ステップＳ１０３における距離の導出について簡単に説明する。磁場検出装置６ａ～６
ｈのそれぞれに備わる第２無線部１６は、放射状に無線信号を送信する機能を有し、伝送
する無線信号の強度は、進行距離の－３乗に比例することとなる。かかる関係を用いて、
距離導出部２７は、スペクトル解析部２６によって検出された無線信号の受信強度に基づ
き基準点と磁場検出装置６との間の距離を導出している。
【００５５】
　また、ステップＳ１０５における外表面情報の生成は以下のように行われる。既に述べ
たように、磁場検出装置６は、被検体１の外表面上に配置されていることから、ステップ
Ｓ１０４において導出された磁場検出装置６ａ～６ｈの位置情報は、被検体１の外表面の
一部の位置を示す情報と解釈することが可能である。このため、本実施の形態１では、例
えば磁場検出装置６ａ～６ｈの中から互いに近接するもの同士の位置を線で結んで３次元
閉曲面を生成することによって被検体１の外表面の形状を導出し、導出した３次元曲面と
磁場検出装置６ａ～６ｈのそれぞれの位置を対応づけることにより、外表面情報の生成を
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行うこととしている。
【００５６】
　図６は、ステップＳ１０５において導出された外表面情報を視覚的に表示した例を示す
模式図である。本実施の形態１において、外表面情報は被検体１の外表面形状および外表
面上における磁場検出装置６ａ～６ｈの位置情報を含むこととしているため、外表面情報
を視覚的に表示した場合には、図６に示すように被検体１の外表面の形状に対応した外表
面像３６および磁場検出装置６ａ、６ｂ、６ｅ、６ｆに対応した磁場検出装置像３７ａ、
３７ｂ、３７ｅ、３７ｆが表示されることとなる。ステップＳ１０５では、視覚的には図
６に示すような外表面情報が生成され、かかる外表面情報は、相対位置情報導出装置１０
に出力されてテストカプセル２の相対位置の導出に用いられることとなる。
【００５７】
　次に、相対位置情報導出装置１０によるテストカプセル２の相対位置導出について説明
する。図７は、相対位置情報導出装置１０によるテストカプセル２の位置導出について説
明するためのフローチャートである。図７に示すように、まず、相対位置情報導出装置１
０は、外表面情報導出装置８によって導出された外表面情報を外表面情報保持部３３に保
持する（ステップＳ２０１）。そして、相対位置情報導出装置１０は、磁場検出装置６ａ
～６ｈによって検出された、テストカプセル２に備わる永久磁石１２によって形成された
静磁場の強度を検出し（ステップＳ２０２）、検出強度に基づく磁場検出装置６の選択を
セレクタ３１によって行う（ステップＳ２０３）。
【００５８】
　その後、選択した磁場検出装置６とテストカプセル２との間の距離の導出を行い（ステ
ップＳ２０４）、導出した距離と、選択した磁場検出装置６の位置とに基づいて磁場検出
装置６に対するテストカプセル２の位置を導出し（ステップＳ２０５）、ステップＳ２０
５において得られた位置情報と、外表面情報保持部３３に保持された外表面情報とを用い
て、被検体１の外表面に対するテストカプセル２の相対位置を導出する（ステップＳ２０
６）。かかるステップＳ２０１～Ｓ２０６の動作は、テストカプセル２が被検体１の外部
に排出されるまで繰り返し行われ、携帯型記録媒体５には、各時刻におけるテストカプセ
ル２の、被検体１の外表面に対する相対位置に関する情報が記録される。
【００５９】
　ステップＳ２０５において行われる、磁場検出装置６に対するテストカプセル２の位置
の導出について簡単に説明する。図８は、磁場検出装置６に対するテストカプセル２の位
置導出動作を説明するための模式図である。以下の説明では、上述したステップＳ１０４
によって磁場検出装置６ａ～６ｈのすべての位置が導出されており、それぞれの位置が図
８に示すように座標（ｘa，ｙa，ｚa）～（ｘh、ｙh、ｚh）で表されることとする。また
、ステップＳ２０３において磁場検出装置６ｅ、６ｆ、６ｈが選択されたこととし、ステ
ップＳ２０４においてこれらとテストカプセル２との間の距離がｒ1、ｒ2、ｒ3と求めら
れていたとする。
【００６０】
　かかる場合において、テストカプセル２の位置座標（ｘ、ｙ、ｚ）は以下の式に基づい
て導出される。すなわち、磁場検出装置６ｅ、６ｆ、６ｈの座標および距離ｒ1、ｒ2、ｒ

3に基づいて、

（ｘ－ｘe）
2＋（ｙ－ｙe）

2＋（ｚ－ｚe）
2＝ｒ1

2　・・・（２）
（ｘ－ｘf）

2＋（ｙ－ｙf）
2＋（ｚ－ｚf）

2＝ｒ2
2　・・・（３）

（ｘ－ｘh）
2＋（ｙ－ｙh）

2＋（ｚ－ｚh）
2＝ｒ3

2　・・・（４）

の関係式が成立する。かかる（２）式～（４）式において、ｘe，ｘf，ｘh、ｙe、ｙf、
ｙh、ｚe、ｚf、ｚhおよびｒ1、ｒ2、ｒ3は、それぞれステップＳ１０４、Ｓ２０４にお
いて具体的な値が導出されていることから、ステップＳ２０５において、（２）式～（４
）式における未知数はｘ、ｙ、ｚの３個となり、（２）式～（４）式を連立して未知数を
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解くことにより、テストカプセル２の位置座標が導出される。
【００６１】
　次に、ステップＳ２０６において行われる、被検体１の外表面に対するテストカプセル
２の相対位置の導出について簡単に説明する。上記のように、ステップＳ１０１～Ｓ１０
６の処理によって外表面の形状および外表面に対する磁場検出装置６ａ～６ｈの位置に関
する情報を含む外表面情報が生成されている。一方、ステップＳ２０５においては、磁場
検出装置６ａ～６ｈの中から選択されたものと、テストカプセル２との位置関係が導出さ
れている。このため、磁場検出装置６ａ～６ｈの位置情報を介して、被検体１の外表面と
、テストカプセル２との位置関係が一義的に定まることとなり、これらの情報を用いるこ
とにより、被検体１の外表面に対するテストカプセル２の相対位置を導出することが可能
となる。
【００６２】
　図９は、かかるアルゴリズムに基づいて導出された、被検体１の外表面とテストカプセ
ル２との相対位置関係を示す模式図である。ステップＳ２０６においては、視覚的には図
９に示すような情報が生成され、表示装置４は、携帯型記録媒体５を介して図９に視覚的
に示す情報を得ることによって、被検体１の外表面に対するテストカプセル２の相対位置
を表示している。具体的には、図９に示すように、ステップＳ１０１～Ｓ１０５によって
導出された外表面情報に含まれる外表面像３６と、ステップＳ２０６において導出された
テストカプセル２の相対位置に対応したカプセル像３９が表示される。かかる画像が表示
装置４の画面上に表示されることによって、被検体１の外表面に対するテストカプセル２
の相対位置が表示されることとなる。
【００６３】
　次に、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムの利点について説明する。ま
ず、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、テストカプセル２の位置を、
テストカプセル２が導入される被検体１の外表面と対応させて表示させている。このため
、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムを用いることによって、医者、看護
士等は、被検体１の外表面に対するテストカプセル２の相対位置を視覚的に把握すること
が可能であり、単なるテストカプセル２の位置座標の把握のみならず、テストカプセル２
が被検体１内部のどのあたりに位置しているかの把握を容易に行うことが可能である。特
に、医師、看護士等は、被検体１内部においてどのような臓器がどのあたりに存在するか
等の知識を有していることが一般的であることから、被検体１の外表面に対するテストカ
プセル２の位置を表示することによって、テストカプセル２が被検体１内部のどの臓器を
通過しているのか等の情報を容易に取得することが可能である。このため、本実施の形態
１にかかる被検体内位置表示システムを利用することによって、医師、看護士等は、仮に
テストカプセル２の進行速度が低下した等の場合に、どの器官においてテストカプセル２
が通過しづらいか等の診断を迅速に行うことが可能であるという利点を有する。
【００６４】
　また、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムでは、被検体１の外表面の形
状等に関する情報である外表面情報について、テストカプセル２の使用毎に生成すること
としている。このため、被検体１の個体差、例えば、性別、年齢、人種等に起因する体格
差に対応した外表面像を取得することが可能であり、より正確なテストカプセル２の相対
位置を把握することが可能という利点を有する。
【００６５】
　さらに、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムでは、テストカプセル２が
排出されるまでの間、外表面情報の導出およびテストカプセル２の位置の導出を繰り返し
行い、外表面に対するテストカプセル２の相対的な位置を逐次導出する構成を有する。こ
のため、被検体１の姿勢の変化等に起因してテストカプセル２の絶対的な位置が不連続に
変化するような場合であっても、姿勢等が変化した被検体１の外表面像を知覚することに
より、テストカプセル２の被検体１内部における位置の把握を容易に行うことが可能であ
る。
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【００６６】
　また、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、テストカプセル２内に永
久磁石１２を備え、永久磁石１２によって形成される静磁場の検出強度に基づいて被検体
１内におけるテストカプセル２の位置を検出する構成を有する。電磁波等と異なり、静磁
場は、伝播領域における比誘電率および透磁率等の物理的パラメータの変動にかかわらず
ほぼ一意に強度が減衰する特性を有することから、（１）式の関係が良好に成立するとい
う特徴を有する。従って、人体内部のように、物理的パラメータが互いに異なる臓器等が
存在する空間内における位置検出であっても、電磁波等による位置検出の場合と比較して
高い精度で位置検出を行うことが可能という利点を有する。
【００６７】
　かかる静磁場による利点としては、テストカプセル２を被検体１内に導入する際に、被
検体１の負担を軽減することも挙げられる。すなわち、上述の理由により、本実施の形態
１にかかる被検体内位置表示システムでは、テストカプセル２の周囲環境の相違による位
置検出精度の低下が抑制されるという利点があるため、例えば、テストカプセル２を被検
体１内に導入する際に、他の検査方法のように飲食を控える等の制限を行う必要がない。
従って、被検体１はテストカプセル２を用いた検査時においても通常生活を営むことが可
能となり、検査における被検体１の負担を低減することが可能である。
【００６８】
　また、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、テストカプセル２によっ
て形成される静磁場の強度を検出する磁場検出装置６ａ～６ｈの位置を導出する外表面情
報導出装置８を備えた構成を有する。既に述べたように、磁場検出装置６ａ～６ｈは、被
検体１の体表面上に配置されており、時間経過による位置ずれや、被検体１の姿勢等が変
化することによる位置ずれ等によって、磁場検出装置６ａ～６ｈのそれぞれの位置は、被
検体１に対して変動することとなる。このため、外表面情報導出装置８によって磁場検出
装置６ａ～６ｈの位置を実際に導出し、導出した位置を用いてテストカプセル２の位置を
導出することによって、被検体１の姿勢変化等にかかわらずテストカプセル２の位置導出
を正確に行うことが可能である。
【００６９】
　また、本実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムは、磁場検出装置６ａ～６ｈ
の位置導出のために無線信号を使用することとしており、テストカプセル２の位置導出に
用いられる静磁場と異なる態様で位置導出を行っている。無線信号と静磁場とは互いに干
渉することなく別個独立に伝送するものであり、このため、本実施の形態１にかかる被検
体内位置表示システムは、磁場検出装置６ａ～６ｈの位置導出がテストカプセル２の位置
導出に悪影響を及ぼすことを防止することが可能である。従って、本実施の形態１にかか
る被検体内位置表示システムは、テストカプセル２が被検体１内に導入された後であって
もテストカプセル２の位置導出に影響を及ぼすことなく磁場検出装置６ａ～６ｈの位置導
出を行うことが可能であるという利点を有する。
【００７０】
　なお、磁場検出装置６ａ～６ｈの位置導出の際に無線信号を用いることとしたが、テス
トカプセルの位置導出の場合と異なり、被検体１の内蔵物に起因した減衰率の相違等の問
題は実用上ほぼ問題となることはない。すなわち、食道から大腸に渡って広い範囲を移動
するテストカプセルとは異なり、磁場検出装置６ａ～６ｈは、被検体１の姿勢変化等によ
って位置変化が行われるとはいっても位置の変動幅はさほど大きくない。しかも、外表面
情報導出装置８との間に存在する内蔵物についても位置変動に伴って大きく変化すること
はなく、例えば初期状態における磁場検出装置６ａ～６ｈから送信される無線信号の強度
と、位置検出時における無線信号の強度とを比較するような構成を採用することによって
、減衰率の相違による位置の導出誤差を低減する等の対処が可能である。
【００７１】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２にかかる被検体内位置表示システムについて説明する。本実施の形
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態２にかかる被検体内位置表示システムは、被検体１の外表面上に複数配置されている外
表面センサ７から送信される無線信号の送信元の識別を可能とするために、外表面センサ
部に備わる第２無線部として、ＲＦＩＤタグを用いた構成を有する。なお、本実施の形態
２にかかる被検体内位置表示システムにおいて、外表面センサ部および外表面情報導出装
置以外の構成については実施の形態１と同様であり、以下では図示および説明を省略する
。
【００７２】
　図１０は、実施の形態２にかかる被検体内位置表示システムに備わる外表面センサ部お
よび外表面情報導出装置の具体的構成を示す模式図である。図１０に示すように、外表面
センサ部４０は、第２無線部としてＲＦＩＤタグ４１を備えた構成を有する。ＲＦＩＤタ
グ４１は、具体的には、ループアンテナ４２と、ループアンテナ４２に接続された制御部
４３と、制御部４３からの指示に基づいて少なくとも記憶情報を制御部４３に対して出力
する機能を有する記憶部４４とを有する。
【００７３】
　ループアンテナ４２は、外表面情報導出装置側から送信され、制御信号および給電信号
が含まれる無線信号を受信するためのものである。具体的には、ループアンテナ４２は、
外表面情報導出装置４５側から送信される無線信号を受信して制御部４３に出力する機能
を有する。これに対して、制御部４３は、無線信号の中から給電信号および制御信号を抽
出し、給電信号に基づいて駆動電力を生成すると共に、制御信号に基づいて記憶部４４に
対して、記憶した情報を出力するよう指示を行っている。これに対して、記憶部４４には
、複数の外表面センサ７のそれぞれにおいて他と異なる識別情報が記憶されており、かか
る識別情報を制御部４３に対して出力する。制御部４３は、取得した識別情報を含む、所
定の無線信号を生成し、ループアンテナ４２を介して、外表面情報導出装置４５側に送信
する。
【００７４】
　外表面センサ部４０がＲＦＩＤタグ４１を備えたことに対応して、外表面情報導出装置
４５は、第１無線部４６内に送受信用アンテナ４７と、送受信回路４８とを備えると共に
、制御部４９内に送信元識別部５０および受信強度検出部５１を新たに備えた構成を有す
る。ここで、第１無線部４６が送信機能を新たに有することとしたのは、ＲＦＩＤタグを
駆動するための無線信号を送信する必要性に基づくものである。また、制御部４９に備わ
る送信元識別部５０は、ＲＦＩＤタグ４１から送信される無線信号に含まれる識別情報を
解読してどの外表面センサ７から無線信号が送信されたかを識別するためのものであり、
受信強度検出部５１は、送信元が識別された無線信号の受信強度を検出するためのもので
ある。
【００７５】
　このように、第２無線部としてＲＦＩＤタグ４１を用いることとした場合、無線信号に
含まれる識別情報によって、送信元を識別することが可能である。従って、本実施の形態
２にかかる被検体内位置表示システムでは、外表面センサ７から送信する無線信号をそれ
ぞれ異なる値に設定する必要が無く、簡易な構成でシステムを構成することが可能である
という利点を有する。
【００７６】
（実施の形態３）
　次に、実施の形態３にかかる被検体内位置表示システムについて説明する。本実施の形
態３にかかる被検体内位置表示システムは、基準位置を複数箇所、より好ましくは３カ所
以上設定した構成を有し、かかる基準位置に対応して受信用アンテナを複数配置した基準
センサ装置を備えた構成を有する。なお、本実施の形態３にかかる被検体内位置表示シス
テムにおいて、基準センサ装置以外の構成要素については実施の形態１、２と同様であり
、以下では図示および説明を省略する。
【００７７】
　図１１は、実施の形態３にかかる被検体内位置表示システムの構成および機能を示すブ
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ロック図である。図１１に示すように、基準外表面情報導出装置５２は、それぞれ複数の
基準位置に対応して配置された受信用アンテナ５３ａ～５３ｃと、受信用アンテナ５３ａ
～５３ｃと受信回路２５との間にセレクタ５５とを備え、制御部５６は、実施の形態１、
２における外表面センサ位置導出部２８と異なるアルゴリズムに従って位置導出を行う位
置導出部５７を備えた構成を有する。
【００７８】
　本実施の形態３における外表面センサ７の位置導出動作について簡単に説明する。本実
施の形態３では、外表面センサ７から送信される無線信号について、受信用アンテナ５３
ａ～５３ｃのそれぞれを介して受信され、セレクタ５５によって受信用アンテナ５３ａ～
５３ｃのそれぞれを介して受信された無線信号が受信回路２５に対して順次出力される。
受信回路２５は、それぞれの無線信号に関して復調等の処理を行って制御部５６に対して
出力し、制御部５６内に備わる距離導出部２７は、複数設定された基準位置のそれぞれと
外表面センサ７との間の距離ｒa、ｒb、ｒcを導出する。
【００７９】
　次に、位置導出部５７の動作について説明する。位置導出部５７は、あらかじめ受信用
アンテナ５３ａ～５３ｃに対応した複数の基準位置のそれぞれの具体的な位置座標を把握
しており、受信用アンテナ５３ａ～５３ｃの位置座標と、受信用アンテナ５３ａ～５３ｃ
と外表面センサ７との距離ｒa、ｒb、ｒcとに基づいて外表面センサ７の位置を導出して
いる。具体的には、受信用アンテナ５３ａ～５３ｃの位置座標をそれぞれ（ｘ1、ｙ1、ｚ

1）、（ｘ2、ｙ2、ｚ2）、（ｘ3、ｙ3、ｚ3）とし、導出すべき磁場検出装置６の位置座
標を（ｘ、ｙ、ｚ）とした場合、

（ｘ－ｘ1）
2＋（ｙ－ｙ1）

2＋（ｚ－ｚ1）
2＝ｒa

2　・・・（５）
（ｘ－ｘ2）

2＋（ｙ－ｙ2）
2＋（ｚ－ｚ2）

2＝ｒb
2　・・・（６）

（ｘ－ｘ3）
2＋（ｙ－ｙ3）

2＋（ｚ－ｚ3）
2＝ｒc

2　・・・（７）

の関係が成立する。（５）式～（７）式における未知数はｘ、ｙ、ｚの３個であることか
ら、（５）式～（７）式を解くことによって、外表面センサ７の具体的な位置が導出され
る。
【００８０】
　かかる態様によって外表面センサ７の位置導出を行うことにより、本実施の形態３にか
かる被検体内位置表示システムでは、対応関係データベースを用いることなく外表面セン
サ７の位置導出を行うことが可能である。また、基準外表面情報導出装置５２は、あらか
じめ類型的に導出された対応関係を用いることなく、複数の受信用アンテナ５３ａ～５３
ｃによって受信された無線信号のみに基づいて位置導出を行う機能を有することから、被
検体１の動作の個体差等にも対応した、外表面センサ７の位置導出をさらに正確に行うこ
とが可能となり、この結果、高精度なテストカプセル２の相対位置の導出を行うことがで
きるという利点を有する。
【００８１】
（実施の形態４）
　次に、実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムについて説明する。本実施の形
態４にかかる被検体内位置表示システムでは、外表面情報導出装置は、外表面センサ７か
ら送信される無線信号の強度を検出するのみならず、送信元の方向についても検出する構
成を有する。なお、本実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムにおいて、基準セ
ンサ装置以外の構成要素については実施の形態１、２と同様であり、以下では図示および
説明を省略する。
【００８２】
　図１２は、本実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムに備わるの構成を示すブ
ロック図である。図１２に示すように、外表面情報導出装置５８は、実施の形態１におけ
る受信用アンテナ２４の代わりにアレイアンテナ６０を有する第１無線部５９と、新たに
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指向方向調整部６２を有する制御部６１と、出力部２３とを備える。
【００８３】
　アレイアンテナ６０は、外表面センサ７から送信される無線信号の受信の際に、送信元
の外表面センサ７が位置する方向をも検出するためのものである。具体的には、アレイア
ンテナ６０は、例えば２次元行列状に複数配列された受信用アンテナと、各受信用アンテ
ナによって受信された無線信号に対して増幅、遅延等の処理を行うことによって、アレイ
アンテナ６０全体として所定方向（以下、「指向方向」と称する）に関して高い受信感度
を持たせる信号処理機構とを備える。そして、制御部６１に備わる指向方向調整部６２は
、アレイアンテナ６０の指向方向を所定範囲に渡って変化させる機能を有する。
【００８４】
　本実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムにおける、磁場検出装置６の位置導
出について説明する。まず、外表面情報導出装置５８は、指向方向調整部６２によってア
レイアンテナ６０の指向方向を調整しつつ、外表面センサ７から送信される無線信号の受
信が行える方向を探す。そして、指向方向調整部６２によって制御された指向方向が外表
面センサ７の位置する方向と一致した際に、アレイアンテナ６０を介して無線信号が受信
され、受信強度検出部５１によって受信された無線信号の受信強度が検出されると共に、
検出された受信強度に基づいて、距離導出部２７によって、アレイアンテナ６０が配置さ
れた基準位置と外表面センサ７との間の距離が導出され、距離に関する情報が外表面セン
サ位置導出部２８に伝達される。
【００８５】
　一方で、外表面センサ位置導出部２８は、無線信号受信時における指向方向に関する情
報を指向方向調整部６２から取得する。すなわち、磁場検出装置６からの無線信号の受信
が行われる指向方向は、外表面センサ７が位置する方向と一致することから、外表面セン
サ位置導出部２８は、かかる指向方向と、距離導出部２７によって導出された距離とによ
って外表面センサ７の位置を導出する。なお、かかるプロセスによって導出された磁場検
出装置６の位置は３次元極座標によって表されることとなるが、外表面センサ位置導出部
２８は、３次元直交座標系に変換して出力部２３を介して出力することとしても良い。
【００８６】
　本実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムでは、基準位置と外表面センサ７と
の間の距離および外表面センサ７の位置する方向とを直接検出することによって、外表面
センサ７の位置を導出している。従って、本実施の形態４にかかる被検体内位置表示シス
テムは、複雑な計算を行うことなく外表面センサ７の位置導出を可能としている。
【００８７】
（実施の形態５）
　次に、実施の形態５にかかる被検体内位置表示システムについて説明する。本実施の形
態５にかかる被検体内位置表示システムは、被検体内導入装置としてカプセル型内視鏡を
使用し、相対位置情報導出装置がカプセル型内視鏡から送信される無線信号の処理を行う
機能を備える。
【００８８】
　図１３は、本実施の形態５において被検体内導入装置の一例として用いられるカプセル
型内視鏡の構成を示すブロック図であり、図１４は、被検体内位置表示システムに備わる
相対位置情報導出装置の構成を示すブロック図である。なお、本実施の形態５において、
カプセル型内視鏡および相対位置情報導出装置以外の構成要素については、実施の形態１
～４と同様であることから、図示および説明を省略する。
【００８９】
　図１３に示すように、カプセル型内視鏡６５は、永久磁石１２の他に、被検体１の内部
を撮影する際に撮像領域を照射するための照明手段として機能するＬＥＤ６６と、ＬＥＤ
６６の駆動状態を制御するＬＥＤ駆動回路６７と、ＬＥＤ６６によって照射された領域か
らの反射光像の撮像を行う撮像手段として機能するＣＣＤ６８と、ＣＣＤ６８の駆動状態
を制御するＣＣＤ駆動回路６９とを備える。ＬＥＤ６６、ＬＥＤ駆動回路６７、ＣＣＤ６
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８およびＣＣＤ駆動回路６９は、全体として被検体内情報取得部７０として機能する。
【００９０】
　また、カプセル型内視鏡６５は、ＣＣＤ６８によって撮像された画像データを変調して
ＲＦ信号を生成する送信回路７１と、送信回路７１から出力されたＲＦ信号を無線送信す
る無線手段としての送信アンテナ部７２と、ＬＥＤ駆動回路６７、ＣＣＤ駆動回路６９お
よび送信回路７１の動作を制御するシステムコントロール回路７３とを備える。なお、送
信回路７１および送信アンテナ部７２は、全体として無線送信部８０として機能する。
【００９１】
　これらの機構を備えることにより、カプセル型内視鏡６５は、被検体１内に導入されて
いる間、ＬＥＤ６６によって照明された被検部位の画像データをＣＣＤ６８によって取得
する。そして、取得された画像データは、送信回路７１においてＲＦ信号に変換された後
、送信アンテナ部７２を介して外部に送信される。
【００９２】
　また、カプセル型内視鏡６５は、相対位置情報導出装置７０側から送信される無線信号
を受信するための構成を有する。具体的には、カプセル型内視鏡６５は、相対位置情報導
出装置７０側から送られてきた無線信号を受信する受信アンテナ部７４と、受信アンテナ
部７４で受信した信号から給電用信号を分離する分離回路７５とを備える。さらに、カプ
セル型内視鏡６５は、分離された給電用信号から電力を再生する電力再生回路７６と、再
生された電力を昇圧する昇圧回路７７と、昇圧された電力を蓄積する蓄電器７８とを備え
る。また、カプセル型内視鏡６５は、分離回路７５で給電用信号と分離された成分からコ
ントロール情報信号の内容を検出し、検出したコントロール情報信号をシステムコントロ
ール回路７３に対して出力するコントロール情報検出回路７９を備える。
【００９３】
　これらの機構を備えることにより、カプセル型内視鏡６５は、まず、相対位置情報導出
装置７０側から送られてきた無線信号を受信アンテナ部７４において受信し、分離回路７
５によって、受信した無線信号から給電用信号およびコントロール情報信号を分離する。
【００９４】
　分離回路７５によって分離されたコントロール情報信号は、コントロール情報検出回路
７９を経てシステムコントロール回路７３に入力され、システムコントロール回路７３は
、移動状態情報に基づいてＬＥＤ６６、ＣＣＤ６８および送信回路７１の駆動状態を制御
する。一方、給電用信号は、電力再生回路７６によって電力として再生され、再生された
電力は昇圧回路７７によって電位を蓄電器７８に適した電位にまで昇圧された後、蓄電器
７８に蓄積されることとなる。
【００９５】
　次に、本実施の形態における位置検出装置について図１４を参照しつつ説明する。図１
４に示すように、位置検出装置は、実施の形態１～４の構成に加えて受信用アンテナＡ１
～Ａｎおよび給電用アンテナＢ１～Ｂｍを新たに備え、カプセル型内視鏡６５から送信さ
れた無線信号を受信する受信装置としての機能と、カプセル型内視鏡６５に対して所定の
信号を無線送信する送信装置としての機能とを備える。
【００９６】
　まず、相対位置情報導出装置７０は、カプセル型内視鏡６５から無線送信された、被検
体１内部の画像データを受信する受信装置としての構成を有する。具体的には、相対位置
情報導出装置７０は、選択した受信用アンテナによって受信された無線信号に対して復調
等の所定の処理を行い、無線信号の中からカプセル型内視鏡６５によって取得された画像
データを抽出する受信回路８２と、出力された画像データに必要な処理を行う信号処理回
路８３と、画像処理が施された画像データ等を記録するための記憶部８４とを備える。
【００９７】
　記憶部８４は、画像データを記憶すると共に、カプセル位置演算部３４によって導出さ
れたカプセル型内視鏡６５の位置情報も記憶する機能を有する。かかる構成を有すること
により、表示装置４は、被検体内１の画像と、かかる画像が撮像された被検体１内の位置
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をあわせて表示することが可能である。
【００９８】
　また、相対位置情報導出装置７０は、カプセル型内視鏡６５に対して送信する給電用信
号およびコントロール情報信号を生成し、給電用アンテナＢ１～Ｂｍに対して出力する送
信装置としての構成を有する。具体的には、相対位置情報導出装置７０は図３に示すよう
に、給電用信号を生成する機能および発振周波数を規定する機能を有する発振器８５と、
後述するコントロール情報信号を生成するコントロール情報入力部８６と、給電用信号と
コントロール情報信号とを合成する重畳回路８７と、合成された信号の強度を増幅する増
幅回路８８とを備える。増幅回路８８で増幅された信号は、給電用アンテナＢ１～Ｂｍに
送られ、カプセル型内視鏡６５に対して送信される。なお、相対位置情報導出装置７０は
、所定の蓄電装置またはＡＣ電源アダプタ等を備えた電力供給部８９を備え、相対位置情
報導出装置７０の各構成要素は、電力供給部８９から供給される電力を駆動エネルギーと
している。
【００９９】
　かかる構成を有することにより、本実施の形態５にかかる被検体内位置表示システムで
は、表示装置４において、被検体１の外表面に対する被検体内導入装置の一態様たるカプ
セル型内視鏡６５の相対位置の表示のみならず、表示している相対位置においてカプセル
型内視鏡６５が撮像した被検体内画像を表示することが可能となる。これにより、医者、
看護士等は、撮像された被検体内画像が被検体１の外表面に対していかなる相対位置にお
ける画像であるかを容易に把握することが可能となり、これにより、撮像画像がどの臓器
を撮像したものであるか等を容易に判断することが可能となるという利点を有する。
【０１００】
　以上、実施の形態１～５に渡って本発明について説明したが、本発明本発明は上記のも
のに限定されず、当業者であれば様々な実施例、変形例および応用例に想到することが可
能である。例えば、実施の形態１において表示装置４は、図９に示す視覚情報を表示する
こととしたが、かかる表示態様に限定して解釈する必要はなく、表示装置４は、被検体１
の外表面とテストカプセル２等の被検体内導入装置との相対位置関係を表示するものであ
れば、例えば文字情報等を表示することとしても良い。
【０１０１】
　また、本実施の形態１～５においては、図１にも示したように、位置検出装置と表示装
置４とを別個独立に形成した構成を採用している。しかしながら、本発明をかかる構成に
限定して解釈する必要はなく、位置検出装置と表示装置４とを一体的に形成した構成とし
ても良い。また、実施の形態１～５においては、第２無線部を外表面情報導出装置内に配
置し、外表面情報装置と相対位置情報導出装置とを別個独立に形成した構成を採用してい
るが、かかる構成は説明を容易にするためのものに過ぎず、本発明をかかる構成に限定し
て解釈する必要はない。例えば相対位置情報導出装置と外表面情報導出装置とを一体的に
形成することとしても良いし、第２無線部と外表面情報導出装置とを別個独立に形成する
こととしても良い。また、実施の形態において、説明の便宜上例えば対応関係データベー
ス２２と、外表面情報保持部３３と、記憶部３５とを別個独立の構成要素として扱ってい
るが、これらのように機能が共通する構成要素を一体的に構成することとしても良い。
【０１０２】
　また、実施の形態１～５において、外表面センサ７は、磁場検出装置６ａ～６ｈに内蔵
されるものと、外表面センサ７単独の構成として被検体１の外表面上に配置されるものと
が存在する構成としたが、かかる構成は、高精度の外表面情報を取得するためには外表面
センサ７の数を増やす必要がある一方、テストカプセル２等の位置検出に必要な磁場セン
サ１５の個数は、理論上は３個あれば足りるという事情を理由とするに過ぎない。従って
、例えば磁場センサ１５と外表面センサ７とを一体化した磁場検出装置６を多数配置した
構成としても良いし、逆に簡易な構成として磁場検出装置６ａ～６ｈに内蔵された外表面
センサ７のみを用いて外表面情報を導出することとしても良い。
【０１０３】
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　さらに、より簡易な構成として、既知の外表面情報を用いて被検体内導入装置の相対位
置を導出・表示することとしても良い。本発明の第１の特徴としては、外表面に対する被
検体内導入装置の相対位置を表示する点にあることから、かかる表示を実現する手段につ
いては上記した実施の形態以外の態様を用いることとしても良い。
【０１０４】
　また、実施の形態５において、撮像手段たるＣＣＤ５８等および照明手段たるＬＥＤ５
６等を備えた被検体内情報取得部７０について説明したが、被検体内情報取得部としては
これらの他に、被検体１内におけるｐＨ、温度に関する情報を取得する構成としても良い
。また、被検体内導入装置が振動子を備える構成として、被検体１内の超音波画像を取得
する構成としても良い。さらに、これらの被検体内情報の中から複数の情報を取得する構
成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】実施の形態１にかかる被検体内位置表示システムの全体構成を示す模式図である
。
【図２】被検体内位置表示システムに備わるテストカプセルの構成を示すブロック図であ
る。
【図３】被検体内位置表示システムに備わる磁場検出装置と外表面情報導出装置の構成を
示すブロック図である。
【図４】被検体内位置表示システムに備わる相対位置情報導出装置の構成を示すブロック
図である。
【図５】外表面情報の導出動作を説明するためのフローチャートである。
【図６】外表面情報を図示した例を示す模式図である。
【図７】外表面に対するテストカプセルの相対位置を導出する動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図８】磁場検出装置に対するテストカプセルの位置導出を説明するための模式図である
。
【図９】表示装置によって表示される画像の一例を示す模式図である。
【図１０】実施の形態２にかかる被検体内位置表示システムに備わる外表面センサ部と外
表面情報導出装置との構成を示す模式図である。
【図１１】実施の形態３にかかる被検体内位置表示システムに備わる外表面センサと外表
面情報導出装置との構成を示す模式図である。
【図１２】実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムに備わる外表面情報導出装置
の構成を示す模式図である。
【図１３】実施の形態５にかかる被検体内位置表示システムにおけるカプセル型内視鏡の
構成を示すブロック図である。
【図１４】実施の形態４にかかる被検体内位置表示システムに備わる相対位置情報導出装
置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　被検体
　２　テストカプセル
　３　位置検出装置
　４　表示装置
　５　携帯型記録媒体
　６ａ～６ｈ　磁場強度検出装置
　７　外表面センサ
　８　外表面情報導出装置
　１０　相対位置情報導出装置
　１１　筐体
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　１２　永久磁石
　１３　充填部材
　１５　磁場センサ
　１６　第２無線部
　１７　送信器
　１８　送信用アンテナ
　１９　第１無線部
　２０　制御部
　２１　距離記憶部
　２２　対応関係データベース
　２３　出力部
　２４　受信用アンテナ
　２５　受信回路
　２６　スペクトル解析部
　２７　距離導出部
　２８　外表面センサ位置導出部
　２９　外表面情報生成部
　３０　強度比較部
　３１　セレクタ
　３２　距離導出部
　３３　外表面情報保持部
　３４　カプセル位置演算部
　３５　記憶部
　３６　外表面像
　３７　磁場検出装置像
　４０　外表面センサ部
　４１　ＲＦＩＤタグタグ
　４２　ループアンテナ
　４３　制御部
　４４　記憶部
　４５　外表面情報導出装置
　４６　第１無線部
　４７　送受信用アンテナ
　４８　送受信回路
　４９　制御部
　５０　送信元識別部
　５１　受信強度検出部
　５２　基準外表面情報導出装置
　５３ａ～５３ｃ　受信用アンテナ
　５５　セレクタ
　５６　制御部
　５７　位置導出部
　５８　外表面情報導出装置
　５９　第１無線部
　６０　アレイアンテナ
　６１　制御部
　６２　指向方向調整部
　６５　カプセル型内視鏡
　６７　駆動回路
　７０　被検体内情報取得部
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　７１　送信回路
　７２　送信アンテナ部
　７３　システムコントロール回路
　７４　受信アンテナ部
　７５　分離回路
　７６　電力再生回路
　７７　昇圧回路
　７８　蓄電器
　７９　コントロール情報検出回路
　８０　位置情報導出装置
　８２　受信回路
　８３　信号処理回路
　８４　記憶部
　８５　発振器
　８６　コントロール情報入力部
　８７　重畳回路
　８８　増幅回路
　８９　電力供給部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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